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客引き等に関するルールが変わります

令和８年６月１日

福島市客引き行為防止条例が改正されます。

これまでは規制の対象外であった

居酒屋やカラオケ店なども対象となります。

福島市 市民・文化スポーツ部 生活課



福島市 市民・文化スポーツ部 生活課

　

 

　
　
　

規制区域

福
島
駅

（財）大原綜合病院

グランパーク

ホテルエクセル
福島恵比寿

福島銀行

本 店

●福島信用金庫本店

万世町通り

中央通り

吾妻通り

●
東北電力

●さんかく

広場

パ
セ
オ
通
り

国
道
１
３
号
線

新浜公園

ホテル

サンキョウ

福 島

乗蓮寺

あづま陸橋 平和通り（県道福島吾妻裏磐梯線）・一般国道１３号

まちなか

広場

県
庁
通
り
（
市
道
杉
妻
町
・
御
山
線
）

駅
前
通
り
（
県
道
福
島
・
飯
坂
線
）

市道宮下町・曾根田町線

県庁

再開発

エリア

駅前通り

❖規制区域



なぜ今、改正が必要なのか

ある

71%

なし

29%

客引きに声をかけられたことがあるか？

令和７年５月１日～１６日 回答者数２９０人

接待をして飲食させるお

店（キャバクラなど）

３２％

性的好奇心をそそるお店

（風俗マッサージなど）

２８％

カラオケ店や居

酒屋など

３０％

わからない

１０％

どのようなお店に声をかけられたか？
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なぜ今、改正が必要なのか
声を掛けられた時、身体的接触はあったか？

令和７年５月１日～１６日 回答者数２９０人

引っ張られた

22%

しつこく付きまとわれた

68%

抱きつかれた

5%

その他

5%
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３つの改正ポイント

01

02

03

規制対象を全業種へ拡大

行政指導の導入

過料の適用
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禁止行為の定義
❖客引き ❖誘引 ❖客待ち
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相手を特定して、客
や利用者となるよう
に誘うこと

通行人など不特定の人に
呼びかけたり、ビラなど
を配ったりし、客や利用
者となるように誘うこと

客引きや誘引を目的
に相手を待つこと



指導から罰則までの流れ（行政罰）

❖指導 ❖勧告 ❖過料・公表
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口頭による指導 書類による勧告

５万円以下
の過料、市
HPでの公表



「事業者名公表」のリスク

01

02

悪影響を与える情報の拡散
 ※ ＳＮＳ等による拡散

営業活動への影響
 ※ 信用失墜のほか融資、

求人等への悪影響



事業者のみなさんへ

改正条例の詳細は福島市ホームページをご覧ください。

担当部署：福島市 市民・文化スポーツ部 生活課

電話番号：０２４－５２５－３７８７
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福島市客引き防止  検索
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